
報道機関 各位                

期日前投票所における「衆議院名簿届出政党等名称等掲示」の掲示誤りについて

 期日前投票所（浦和区役所）において、衆議院比例代表選出議員選挙の投票記載台

に、略称名とふりがなの入っていないものを掲示していたものです。

１ 経緯

  令和３年１０月２０日（水）開設の期日前投票所（浦和区役所）において、本来、

政党等の名称、略称名及びふりがなの記載のある「衆議院名簿届出政党等名称等掲

示」を掲示すべきところを、掲示の掲載順序及び衆議院名簿届出政党等の名称等の記

載されたものを掲示していたものです。

  ２２日（金）の期日前投票終了後に誤りに気付いたため、２３日（土）開始時から

張替えを完了し、期日前投票を行っています。

２ 原因

  担当した職員が掲示すべき「衆議院名簿届出政党等名称等掲示」を認識しておら

ず、併せて、複数人での確認を怠ったものです。

３ 既に期日前投票を済ませた選挙人

  １，０７８人（内訳 10月 20日（水）246人、21日（木）494人、22日（金）
338人）

４ 再発防止について

  事務手順を複数人で確認すると共に責任者の最終的な確認行為を徹底します。
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